


【国保】 

D-17 インフルエンザ関連検査 

 

《平成２５年２月１日新規》 

《令和元年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

原則として、「インフルエンザ」又は「インフルエンザ疑い」以外でイ

ンフルエンザ関連検査の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

本検査は、インフルエンザウイルス感染症の診断を行うためのものであ

り、「インフルエンザ」又は「インフルエンザ疑い」の明示がない、イン

フルエンザ関連検査の算定は認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


